
＜別紙１＞

第三者評価結果報告書

①第三者評価機関名

公益社団法人神奈川県介護福祉士会

②施設・事業所情報

名称：第二貴峯館 種別：共同生活援助

代表者氏名：浅井 茂幸 定員（利用人数）：       ７名

所在地：〒254-    平塚市

TEL： ホームページ：https://kihoso.net

【施設・事業所の概要】

開設年月日：２０１８年４月１日

経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人貴峯

職員数 常勤職員：       ３名 非常勤職員        ３名

専門職員 サービス管理責任者   １名

施設・設備

の概要

居室（個室７部屋） 食堂、厨房、浴室、洗濯室、居間

洗面所、トイレ、事務室等

③理念・基本方針

＜使 命＞

利用者の働く場を確保するとともに健康で安心のできる定住拠点を築きます

＜基本理念＞

・自主

・自立

・安心

・連携

＜長期目標＞

・生産体制を整備し、就労支援により利用者の働きがい、生きがいの向上に努めます

・日中活動の充実により、利用者満足の達成に努めます

・職員の人材育成により、サービスの質の向上に努めます

・職員が継続して勤務することができるよう介護負担の軽減や業務の効率化の環境整

備に努めます

・近隣市民との連携の絆を築くとともに、ボランティアエネルギーに支えられる施設

をめざします

＜職員・５つの信条＞

・支援の個別化

・安心の提供

・人権の擁護

・自己研鑽

・地域社会との連携

④施設・事業所の特徴的な取組

〇4名の利用者の自立度は高く、それぞれが自由に日常生活を送っている。ただし、

高齢者施設への入所や病院への入院などで退居があり、あらたな入居者が増えない

ことが課題になっている。入所支援施設と同様、種別を身体障害に限らず、知的障



害や精神障害にも広げて対応していくよう研修などを実施している。

〇利用者の自立度が高いことから、世話人は２０時に勤務を離れ、夜間は職員が常駐

していない。そのため、本体施設の貴峯荘の夜勤者が、深夜定時巡回を行ってい

る。また、緊急時に備え、利用者が貴峯荘やグループホームの職員に電話で連絡が

できる体制を整えている。これまで、特に問題は発生していない。

〇厨房設備が整っており、平日の朝夕は、第一貴峯館の食事も作って届けている。リ

ビングルームも広く、第一、第二貴峯館の合同の行事にも使用している。

⑤第三者評価の受審状況

評価実施期間 ２０２５年６月２日（契約日） ～

２０２６年２月１２日（評価結果確定日）

受審回数（前回の受審時期） 初回（    年度）

⑥総評

◇事業所の特色や努力、工夫していること、事業所が課題と考えていること等

〇第二貴峯館は、独立した２階建ての建物で、運営主体施設の貴峯荘の近くにあり、

現在、４名の女性利用者が生活を送っている。利用者の年齢は３０歳代～６０歳代

で、日中は３人が近くの貴峯荘ワークピア（就労継続支援B型事業所）と生活介護

事業所に通い、１人は障害者枠で一般企業に就労している。作業は、クリーニング

科や縫製班に所属している。

〇建物の１、２階には利用者の居室がある。２階まではエレベーターがあり、フロア

や居室内はすべてバリアフリーとなっている。杖や歩行器を使用している利用者

も、安心して生活を送っている。現在、車椅子を使用する利用者はいない。

〇利用者の意思を尊重した、比較的自由な居住環境だが、浴室などの共有スペースに

ついては、使用時間などについて、話し合いを行い、利用者一人ひとりの生活リズ

ムを崩さないよう配慮して、調整して決めている。利用者のプライバシーを保護す

るため、写真や動画の使用など、個人情報に関するものは、必ず利用者から同意書

をもらっている。

〇ホームの利用者は自立度が高く、すべて自分で考え、行動することができる。職員

は、一人ひとりを「○○さん」と苗字で呼びかけている。利用者一人ひとりを大切

にして、個性を尊重した関わり方で接している。

〇利用者個々の心身の状況に合わせ、食事や入浴、余暇活動など、一人ひとりが自立

した生活を送っている。障害により、筆談で会話をしながら支援を行う利用者もい

るが、自分の意思をしっかり伝えることができている。利用者の自己決定の尊重や

尊厳の保持を特に大切にし、職員間で共有して、周知徹底している。

〇平日の朝・夕食は世話人が調理したものをホームで摂り、土・日曜日は、各自が調

理したり、コンビニで購入したり、外食を楽しんだりしている。居室内にトイレや

浴室、キッチンを備えた部屋が２室あり、利用者は好きなものを調理し、好きな時

間に入浴し、自分で考えて、自立した生活を送っている。居室内には好きなぬいぐ

るみを置いたり、絵を飾ったりして、生活を楽しんでいる。

〇安全や健康面だけではなく、余暇活動の充実や、買物が困難な場合には同行してい

る。一人ひとりの障害特性や性格に応じて聞き取りを行い、楽しみや生きがいを見

つけられるように支援している。個別支援計画の作成、更新時には、本人と面接

し、気持ちや思いを丁寧に聞き取るよう配慮している。



⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

今回の第三者評価の受審を通して、グループホームの運営体制と利用者への支援を

振り返り、見直しを行う大変良い機会となりました。

入所支援施設とは違うグループホームの特色を生かして、地域で生きる利用者の支

援を、さらに充実させていく必要があると感じました。ありがとうございました。

⑧第三者評価結果

  別紙２のとおり



＜別紙２ 障害者グループホーム版＞

事業所名  第二貴峯館     

第三者評価結果と評価機関からのコメント

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４）

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

1

（Ⅰ-1 理念・基本方針）

法人の理念や基本方針などは、「職員ハンドブック」に

記載し周知している。職員倫理綱領や職員行動指針

は、常勤職員が月１回参加する業務連絡会で読み合わ

せを行っている。また、ホーム内にも掲示している。

非常勤の世話人は、ホーム会議や朝夕の引き継ぎの場

を活用して、統一した支援を提供している。利用者に

は入居時に、基本方針などを説明している。

「職員ハンドブック」は全職員に配布してい

る。ホーム定例会は、サービス管理責任者が

入って随時開催しているが、全員参加が難し

い時もあるため、朝夕の引き継ぎの時間を有

効に使っている。

2

（Ⅰ-2 経営状況の把握）

利用者の高齢化や障害の重度化が進み、高齢者施設へ

の入所や病院への入院などで退居があり、現在は４名

の入居となっている。あらたな入居者が増えないこと

が課題で、入所支援施設と同様、種別を身体障害に限

らず、知的障害や精神障害にも広げて対応していくよ

う研修などを実施している。

利用者の増加を目指し、施設見学などの希望

は積極的に受け入れている。体験利用も実施

している。１月に近隣の知的障害の施設から

職員を招き、法人全体で研修を実施する予定

で、ホームの生活支援員も参加を予定してい

る。

3

（Ⅰ-3 事業計画の策定）

現在、法人として第四次中期行動計画の２年目で、中

期行動計画を視野に入れて、単年度の事業計画を策定

している。ホームとしては、生活の質の向上と食事の

充実強化、新規利用者の拡大を重点目標に位置付けて

いる。

事業計画のうち、利用者に関わる部分は、利

用者に口頭で説明し、年間の行事予定表はプ

リントを用意して説明している。貴峯荘の自

治共済会には、ホームの利用者も参加してい

る。

4

（Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組）

法人全体でサービスの質の向上を目指し、職員が共通

の意識を持って、支援についての確認や周知を行うた

めに、会議や引き継ぎを行っている。事業計画では、

年度ごとに、具体的な行動計画を作成し、PDCA サイク

ルに基づいて、見直しを行っている。

非常勤勤務の世話人は、支援の状況をノート

に記載して、朝は勤務後、夕方は勤務に入る

前に、本体施設の貴峯荘の支援部支援第一課

の職員と引き継ぎを行っている。

Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４）

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

5

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ）

日々の利用者支援の安全、安心で円滑な遂行と、職員

一人ひとりのモチベーションを引き出すことを考え、

職場における課題を常に意識した対応を行っている。

利用者の意思決定を大事にして、常に利用者を第一に

考えるように職員に伝えている。

施設長は、月曜日の朝はホームに顔を出し、

利用者の状況を確認している。また、作業中

の様子を確認する他、昼は１階のホールで、

貴峯荘ワークピアで就労する利用者と一緒に

食事をしている。利用者の意思決定支援の取

組みとして、誕生日会に食べたいものや、外

出先の希望などを確認している。



6

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成）

ホームの常勤職員は、運営主体施設の貴峯荘との兼務

で業務を行い、一体的に運営に関わっている。サービ

ス管理責任者が主にホームのことについて全体調整

を行っている。職員の研修参加を促進し、市内のグル

ープホーム連絡協議会にも積極的に参加して、人材の

育成を図っている。

職員の研修参加は、常勤の職員だけでなく、

非常勤の世話人も、法人全体の虐待防止研修

に参加できるようにしている。市内のグルー

プホーム連絡協議会は、年３回ほど開催され、

施設長やサービス管理責任者が参加してい

る。

7

（Ⅱ-3 運営の透明性の確保）

ホームページやパンフレットに、ホームの紹介を行う

とともに、地域行事にも積極的に参加している。事業

計画や事業報告もホームページに掲載し、運営の透明

性を図っている。

地域が開催する行事は、コロナ禍により少な

くなったが、ふれあいフェスティバルや体育

レクリエーションに利用者が参加し、地域の

方々にホームのことを理解してもらえるよう

取り組んでいる。地域の行事には、職員も同

行している。

8

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献）

買物などは利用者自身が行い、地域のコンビニなども

利用している。地域の体育レクリエーションや町内会

のお祭りや盆踊りに利用者が参加して、地域の方々と

の交流を図っている。

地域の行事開催の情報は、職員が収集して、

利用者に広報している。利用者の自立度は高

く、単独で自由に外出などを行っている。

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

9

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示）

利用者の意思を尊重した、比較的自由な居住環境だ

が、浴室などの共有スペースについては、使用時間

などについて、話し合いを行い、利用者一人ひとり

の生活リズムを崩さないよう配慮して、調整して決

めている。利用者のプライバシーを保護するため、

写真や動画の使用など、個人情報に関するものは、

必ず利用者から同意書をもらっている。

ルールは、できるだけ少なくするようにして

いる。男性のホームに比べ、女性のホームで

は職員が中に入り、利用者間の調整を行うこ

とがある。

10

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定））

書面を作成して、わかりやすく説明を行っている。

同意書なども、文書化したものを見てもらいながら、

利用者本人や家族へ、丁寧な説明を行っている。

説明と同意に関しては、あくまでも利用者本

人の同意が基本と捉えている。利用者からの

預かり金なども、本人の同意を得て、行って

いる。

11

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上）

安全や健康面だけではなく、余暇活動の充実や、買

物が困難な場合には同行している。一人ひとりの障

害特性や性格に応じて聞き取りを行い、楽しみや生

きがいを見つけられるように支援している。個別支

援計画の作成、更新時には、本人と面接し、気持ち

や思いを丁寧に聞き取るよう配慮している。

女性のホームでは、お菓子作りを行ったり、

ホーム内で料理を作ったりして楽しんでい

る。個別支援計画の作成時には、本人を含め

た支援会議を開催し、その後、関係する職員

一同が集まる会議を開催している。



12

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保）

日常生活の中で、担当職員が積極的に声をかけてい

る。利用者とのコミュニケーションを図り、問題な

どがあれば、職員間で情報を共有している。利用者

が安心して相談しやすい環境を整えている。

日頃より、利用者の声を聞く機会を多く作る

よう、職員に働きかけている。利用者間で何

か問題が発生した場合や苦情があがった時

は、随時、ホーム会議を開催して、職員間で対

応策を検討することとしている。

13

（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組）

施設長やサービス管理責任者、生活支援員、世話人

のそれぞれの役割を業務マニュアルで明確にしてい

る。また、緊急時の対応マニュアルも整えている。

非常勤の職員を含め、職員全員に職員ハンドブック

「貴峯で働くあなたへ」を配布し、主な疾病別緊急

時対応についても示している。誤与薬や事故、ヒヤ

リハットなどに対するリスクマネジメントとして、

業務連絡会の場で、職員に注意喚起している。

業務マニュアルや緊急時対応マニュアルなど

は、貴峯荘で何かあった時のマニュアルとし

て整備しているが、ホームでは、緊急時の対

応はほとんど発生していない。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

14

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立）

職員ハンドブック「貴峯で働くあなたへ」には、法

人が目指す取り組みや職員・５つの信条などを記載

し、非常勤の世話人に対しても、施設長から内容を

説明している。職員ハンドブックを常に意識するこ

とで、利用者に対して統一した支援を提供するよう

心がけている。

職員ハンドブック「貴峯で働くあなたへ」は、

３年ほど前に、貴峯荘の幹部職員が中心にな

って作成し、全職員に配布して活用している。

15

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定）

利用者の個別支援計画は、半年ごとに見直しを行っ

ている。見直しに際しては、個別支援会議の前に、

利用者一人ひとりと面接している。本人の身体状況

の確認や、本人がどう生活していきたいかなど、本

人の意思を確認して、計画に反映している。

個別支援計画の作成にあたっては、利用者が

参加する支援会議をへて、個別支援会議を開

催して検討している。利用者から希望を聞き、

ホームの行事の内容などに反映している。

16

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録）

非常勤の世話人は年齢も高く、パソコンの操作など

にも慣れていないため、引き継ぎのノートや業務日

誌などは、すべて手書きで記録している。常勤の職

員については、記録システム「ケアカルテ」に、特

記事項などを記録している。今年度９月に、記録に

関する研修を行っている。

世話人が使用するノートには、不足する物品

や行事の連絡、食事に関すること、利用者の

健康管理に関することなどを記載して、引き

継ぎを行っている。



Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価 A－１－（１）、（２））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

17

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重）

利用者一人ひとりの障害特性に応じ、説明の方法を

工夫して、本人の意思を確認している。職員の説明

に対し、ほとんどの利用者は理解ができているが、

説明の中で難しい言葉があり、利用者の表情から理

解できなかったのではと思う時は、わかりやすい言

葉で説明し直している。それでも理解が難しい場合

には、クローズドクエッション（はい、いいえで答

えられる質問）などを用いている。日中活動や余暇

活動の選択など、利用者は自分の生活は自分自身で

決めて活動している。

その日によって、入浴の希望時間が異なる時

は、利用者同士で話し合いを行い、入浴の順

番を調整している。利用者が話し合いを行う

ことで、トラブルになることはない。聴覚や

言語に課題があり、他の利用者の歩行器使用

の音が気になる方には、気になることを手紙

に書いてもらい、職員が相手に伝え、双方が

理解して解決している。

18

（Ａ-2-(2)権利侵害の防止等）

法人全体で職員倫理綱領や職員行動指針を定めてい

る。職員は、新採用職員研修や階層別研修で内容を

確認する他、業務連絡会では毎回、読み合わせを行

っている。また、虐待防止や権利擁護の研修を行い、

権利侵害の防止に努めている。

ホームの利用者は自立度が高く、すべて自分

で考え、行動することができる。職員は、一人

ひとりを「○○さん」と苗字で呼びかけてい

る。利用者一人ひとりを大切にして、個性を

尊重した関わり方で接している。

Ａ-２ 生活支援（内容評価 A－２－（１）～（８））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント
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（Ａ-2-(1)支援の基本）

利用者個々の心身の状況に合わせ、食事や入浴、余

暇活動など、一人ひとりが自立した生活を送ってい

る。障害により、筆談で会話をしながら支援を行う

利用者もいるが、自分の意思をしっかり伝えること

ができている。利用者の自己決定の尊重や尊厳の保

持を特に大切にし、職員間で共有して、周知徹底し

ている。

居室内にトイレや浴室、キッチンを備えた部

屋が２室あり、利用者は好きなものを調理し、

好きな時間に入浴し、自分で考えて、自立し

た生活を送っている。居室内には好きなぬい

ぐるみを置いたり、絵を飾ったりして、生活

を楽しんでいる。
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（Ａ-2-(2)日常的な生活支援）

日中は、一般企業や隣りの貴峯荘ワークピア（就労

継続支援 B 型事業所）や生活介護事業所に通ってい

る。作業では、クリーニング科や縫製班で就労して

いる。活動内容は、本人の希望を尊重し、個別支援

計画に基づき実施している。平日の朝・夕食は世話

人が調理したものをホームで摂り、土・日曜日は、

各自が調理したり、コンビニで購入したり、外食を

楽しんだりしている。

運営主体施設の貴峯荘では、２ケ月に 1 回、

給食会議を開催している。ホームの利用者の

代表も会議に参加し、献立の希望を伝えてい

る。貴峯荘では年間の行事が多く、ホームの

利用者もお寿司の日やバーベキューなどを楽

しんでいる。
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（Ａ-2-(3)生活環境）

ホームの建物は２階建てで、１、２階に利用者の居

室がある。２階まではエレベーターがあり、フロア

や居室内はすべてバリアフリーとなっている。杖や

歩行器を使用している利用者も、安心して生活を送

っている。また、厨房が広く、第一貴峯館の利用者

の食事も作っている。リビングも広いため、第一貴

峯館との合同行事にも使用している。現在、車椅子

を使用する利用者はいない。

日中は就労で誰もいなくなるので、ホームを

施錠している。夕方から就寝まで、世話人が

支援し、夜間は職員は宿泊していない。その

ため、運営主体施設の貴峯荘の夜勤者が深夜

２回、ホームを巡回している。また、夜間、利

用者がいつでも、貴峯荘やホームの職員に連

絡ができる電話をホーム内に設置している。
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（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練）

利用者の ADL の変化に応じて、理学療法士や作業療

法士が定期的に貴峯荘を訪れ、身体的状況の評価を

行っている。機能訓練のプログラムを作成し、実際

に機能訓練を行っている利用者もいる。また、支援

員や看護師による機能訓練指導会を開催し、利用者

個々の機能訓練の方法を指導している。ホームの利

用者も、自室でできるリハビリのメニューを行うな

ど、機能維持に努めている。

利用者全体が高齢になりつつあり、体力の変

化などが見られてきているため、自己リハビ

リなどで、訓練を行うよう支援している。
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（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援）

平日の朝は世話人が検温を行い、その日の健康状態

を確認している。土・日曜日の朝は、貴峯荘の夜勤

者が検温を行っている。薬はほとんどの利用者が服

用している。それぞれ自分で管理して服用している

が、服用後の空袋の確認は職員が行っている。

アレルギー疾患のある利用者はいない。利用

者の急変時の対応については、「職員ハンドブ

ック」に細かく記載し、職員間で対応策を共

有している。現時点では、利用者は皆元気で、

自立した生活を送っている。   
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（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援）

コロナ禍前は、地域行事の招待を受けて、利用者が

参加していたが、出かける機会は少なくなった。地

域の人との交流は、模擬店の手伝いや盆踊りの指導

など、施設の夏祭りを一緒に楽しむことが主になっ

てしまった。毎年１０月には、平塚市の公民館で作

品展があり、地域の人たちとも交流している。ホー

ムの利用者の作品も展示している。

利用者は、休みの日には、お菓子作りや食事

作りを楽しんでいる。また、絵を描くことが

好きな利用者もいる。ホームでは、箱根への

日帰り旅行や忘年会、料理教室などを企画し、

利用者がさまざまな体験ができるよう取り組

んでいる。

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント
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（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援）

地域での一人暮らしを希望している利用者がいる。

５年前から貯金し、金銭管理や調理、洗濯、掃除な

どの訓練に取り組んでおり、今後に向けての支援を

行っている。

利用者からは、健康上の不安もあり、ホーム

での生活が一番安心できるとの声も聞かれて

いる。
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（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援）

毎年、年度初めに家族会を開催し、ホームの今年度

の計画や利用者の日々の生活状況の報告、意見交換

を行っているが、家族も高齢化が進み、参加者が少

なくなってきている。そのため、家族には担当者か

ら、健康状態や生活状況の連絡を定期的に行ってい

る。個別支援計画作成時も連絡して、確認してもら

っている。

利用者本人の高齢化が進み、さらに家族の高

齢化も進んでいるため、ホームを訪れ、利用

者の様子を見て安心する家族が少なくなって

きている。家族から、障害のある兄弟につい

ての相談があり、職員が話を聞いて対応して

いる。



＜別紙３ 障害者グループホーム版＞

利用者調査結果

事業所名：第二貴峯館        

利用者調査概要 利用者調査総合結果

利用者総数：  ４名

アンケート調査対象： ４名

ヒアリング調査対象：  １名

＜アンケート調査の結果＞

４名の利用者全員に、アンケートを実施した。利用者

の半数は、職員に手伝ってもらって回答した。

設問のうち、「グループホームの生活が好き」「自分の

ペースで過ごしている」「職員・スタッフは丁寧な言

葉で話してくれる」「トラブルがあった場合、職員・

スタッフが対応してくれる」「自由に外出できる」「不

満や苦情を伝えることができる」は、全員が肯定的に

答えていた。否定的な意見で顕著なものは見られなか

った。

＜ヒアリング調査の結果＞

貴峯荘ワークピア（就労継続支援Ｂ型）のクリーニン

グ科で働いている５０歳代の女性に話を伺った。生活

の様子を詳しく話してくれた。以下の意見が寄せられ

た。

・以前は貴峯荘で生活していた。トラブルがあって退所

してここに来た。５～６年経つ。

・仕事はタオル畳みをしている。手が荒れて大変。

・ここでの生活は楽しい。部屋にお風呂やキッチンが付

いていて、自分で食べたいものを作ったりしている。

・お風呂も入りたい時に入っている。

・休みの日は、買物によく出かける。

・発作で意識がなくなったことがある。ここは安心。

・昔は地域で暮らしたいと思ったが、今はここが一番。


